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広島県農業会議個人情報保護規程

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、個人情報の保護に関する法律（以下「法律」という ）をは。

じめ、個人情報の保護に関する諸法令および農林水産大臣等主務大臣の策定する

指針に基づき、広島県農業会議（以下「農業会議」という ）における個人情報。

の取り扱いの基本事項を定めたもので、個人情報の保護と適正な利用を図ること

を目的とする。

（定 義）

第２条 この規程における用語の定義は、法律にもとづき、次の各号に定めるとこ

ろとする。

１ 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま．

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るものをいう。

２ 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。．

（適用の対象）

第３条 この規程は、農業会議の役員および従業員に対して適用する。この場合の

従業員とは、職員、契約職員および派遣職員その他特別な業務に従事する者等を

いう。

（適用する個人情報の範囲）

第４条 この規程は、事業活動および雇用管理等の業務において取り扱う個人情報

に適用する。

２ 報道および著述の用に供する目的で取り扱う個人情報に限っては、この規程を

適用しない。

第２章 個人情報の取得

（取得の原則）

第５条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要

な限度において行うものとする。

２ 取得にあたっては、適法かつ公正な方法により行うものとする。
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（新たに取得する場合の手続）

第６条 新たに個人情報を取得する場合は、あらかじめ個人情報保護管理者に利用

目的および実施方法を届け出て、承認を得るものとする。

（本人から直接に個人情報を取得する場合の措置）

第７条 本人から直接に個人情報を取得する場合は、法律に定める例外を除いて、

あらかじめ本人に利用目的を明示するものとする。

（本人以外から間接的に個人情報を取得した場合の措置）

第８条 本人以外から間接的に個人情報を取得した場合（公刊された名簿や電話帳

など公開情報から取得した場合を含む）は、法律に定める例外を除き、すみやか

にその利用目的を通知または公表するものとする。ただし、次の各号に該当する

場合は、この限りではない。

１．個人情報の提供について本人から同意を得ている者から取得する場合

２．個人情報の取り扱いを委託される場合

第３章 個人情報の利用

（利用の原則）

第９条 個人情報は、原則として利用目的の範囲内で、業務を遂行する上で必要な

限りにおいて利用できるものとする。

(利用目的に関する制限)

第１０条 特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、法律に

定める例外を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

２ 前項にもとづき、本人に同意を求める場合は、個人情報保護管理者の承認を得

るものとする。

（個人情報の共同利用）

第１１条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合は、個人情報保護管理者の

承認を得るものとする。

２ 前項にもとづく個人情報を第三者との間で共同利用する場合の共同利用は、法

律に定められた必要な措置を講じた後に行うものとする。

（個人情報の取り扱いの委託）

第１２条 個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、個人情報保護管理者の

承認を得るものとする。
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２ 前項にもとづき、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、この規程の

趣旨に従い、委託先に対して個人情報の適正な保護を図るものとする。

第４章 個人情報の第三者提供

（個人情報の第三者提供の原則）

第１３条 個人情報は、法律に定める例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得る

ことなく第三者に提供してはならない。

２ 前項にもとづき、個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の

承認を得るものとする。

第５章 個人情報の管理

（個人情報の管理の原則）

第１４条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の

状態で管理するものとする。

（個人情報の安全管理対策）

第１５条 個人情報保護管理者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、

、 、 。破壊 改ざんおよび漏えい等に対して 必要な安全管理対策を講じるものとする

第６章 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去

（本人からの要請に対する対応）

第１６条 本人から、当該本人が識別される個人情報に関して、その利用目的の通

知、個人情報の開示、訂正または利用の停止、消去および第三者提供の停止を求

められた場合は、合理的な期間のうちに法律の定めに従って必要な対応措置をと

り、その旨を本人に通知するものとする。

２ 前項にもとづく対応措置が本人の求めるところと異なる場合は、本人にその旨

を通知する際には当該理由の説明に努めるものとする。

３ 本人から、第１項に掲げる内容の求めがあった場合は、個人情報保護管理者に

本人から求められた内容を報告するとともに、その対応措置について承認を得た

うえで実施するものとする。

第７章 組織および体制

（個人情報保護管理者）

第１７条 会長は、事務局長を情報保護管理者に任命し、当会議所内における個人

情報の管理業務を行わせるものとする。

２ 個人情報保護管理者は、この規程および個人情報の保護に関する諸法令の定め
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るところにもとづき、個人情報保護に関する管理体制および内部規定の整備、安

全管理対策等の施策の立案とその実施について指揮・監督に当たる。

（相談窓口等）

第１８条 この規程にもとづく個人情報の保護管理に関する業務および苦情、相談

窓口は総務課長とする。

第８章 雑 則

（運用細則）

第１９条 この規程の運用のために必要な細則等は別途定めるものとする。

附 則

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。


